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龍ケ崎市の人事行政の
運営などの状況について公表します

■問い合わせ：人事行政課人材育成グループ☎内線 373

　詳細は市公式ホームページ内の「行政情報」→「職員給与・人材育成」→「人事」→「龍ケ崎市の人事行政の運営等
の状況について」をご覧ください。

① 職員数の状況

③ 職員の初任給などの状況　一般行政職・大学卒職員の平均給料月額から経験年数を一部抜粋／国の情報は人事院HPから抜粋

④ 特別職の報酬などの状況　　　※臨時特例条例による減額後の額を記載（平成 26年２月１日～ 30年１月 17日）

② 一般行政職の等級別職員数の状況

① 勤務時間（標準的なもの）

① 分限処分

① 年次有給休暇の取得状況

② 主な休暇・休業制度

② 懲戒処分

② 育児休業の取得者数

③ 採用試験の状況（平成 28 年度）

　平成 29 年４月１日現在の職員数は 440 人
（市長・副市長・教育長、再任用短時間勤務職
員、臨時・非常勤職員を除く）です。平成 28
年度退職者は 18人、年度途中の採用者（任期
付職員）は 1人、平成 29年度の新規採用者等
は 23人（常勤再任用職員６人を含む）です。

区分 平成 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度
一般行政職※ 386 人 380 人 387 人 391 人 400 人
技能労務職 51 人 50人 48人 43人 40人

合計 437 人 430 人 435 人 434 人 440 人
※税務職や福祉・保健職なども含む

１　職員数および職員の任免に関する状況（平成 29 年４月１日現在）

４　職員の勤務時間その他の勤務条件

５　分限処分および懲戒処分の状況

６　服務の状況

７　退職管理の状況

８　研修の状況

９　職員の福祉および利益の保護の状況 10　苦情処理、措置要求および審査請求の状況

２　職員の人事評価の状況

３　職員の給与の状況（平成 29 年４月１日現在）

職務の級 主な職名 人数
１級 主事 49人
２級 副主幹 23人
３級 主幹 45人
４級 係長 155人
５級 課長補佐 80人
６級 課長 39人
７級 部長 9人

職種 募集 応募者 受験者 合格者
一般事務 12 人 117 人 101 人 12人

一般事務（身体障がい者） 1 人 0人 0人 0人
一般事務（特別選抜） 1 人 5人 5人 1人

保健師 1 人 1人 1人 1人
管理栄養士 1 人 4人 4人 1人

土木 1 人 2人 2人 1人
建築 1 人 6人 4人 1人

人事評価の実施状況（平成 28 年度）

① ラスパイレス指数の状況 ② 職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況

　当市の人事評価制度は、①業績評価（目標に対する達成度）②意欲評価（規律性・責任行動・協調性など）③能力評価（専
門知識・政策形成能力・意思決定力など）の３つにより構成されています。

平成 28 年度人事評価結果表

区分 Ｓ
特に優秀

Ａ
優秀

Ｂ
良好

Ｃ
良好でない

Ｄ
特に良好でない 計

職員数 0 人 90人 334 人 4人 0人 428 人
構成比 0％ 21％ 78％ 1％ 0％ 100％

◦人事評価の結果は昇給や勤勉手
当に反映させています

◦療養休暇等などで評価対象外の
職員もいるため、職員数は一致
しません

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額※
一般行政職 45 歳 334,500 円 424,225 円
技能労務職 48 歳 345,800 円 398,540 円

※給料・扶養手当・地域手当・住居手当・時間外勤務手当などの額を
合計したものの平均

当市と国の職員の初任給
区分 龍ケ崎市 国

一般行政職
大学卒 184,800 円 178,200 円
高校卒 150,500 円 146,100 円

技能労務職 高校卒 148,200 円 -

経験年数・学歴別（一般行政職・大学卒）の職員の
平均給料月額（平成 28 年４月１日現在）

経験年数階層 龍ケ崎市 国
３年以上５年未満 204,360 円 207,806 円

10 年以上 15 年未満 286,848 円 286,589 円
25 年以上 30 年未満 391,280 円 403,558 円

区分
給料※ 報酬 期末手当

（平成 29 年度支給割合）市長 副市長 教育長 議長 副議長 議員

給料月額
など 834,000 円 701,000 円 657,000 円 469,000 円 423,000 円 398,000 円

６月期＝ 1.525 月分
12月期＝ 1.675 月分
計＝ 3.2 月分

◦１週間の勤務時間：38時間 45分
◦勤務時間：午前８時 30分～午後５時 15分
◦休憩時間：正午～午後１時

　分限処分とは、職員が一定の理由によりその職責を十分に果
たすことが期待できない場合に、本人の意に反して不利益な身
分上の変動をもたらす処分です。
　平成 28年度は心身の故障により３人を休職処分（職を保有
させたまま一定の期間職務に従事させない処分）としました。

◦有給の休暇など：年次有給休暇、特別休暇（忌引・看護休暇など）、
療養休暇など

◦無給の休暇など：育児休業、介護休暇、部分休業など

　懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する
道義的責任を問うことで、公務における規律と秩
序を維持することを目的として科す処分です。
　平成28年度は該当する職員がいませんでした。

　平成 28年度の平均取得日数は 9.4 日（勤務条件調査より）

　平成 28年度の育児休業取得者数は 10人 ( うち女性２人は前年度から引き続き取得 )

※男性職員の育児休業取得
者数の（　）内の数字は、
翌年度に取得した人数

年度（平成） 24 年 25 年 26 年 27 年 28 年

男性職員
子どもの生まれた職員 11 人 13人 6人 8人 5人

育児休業取得者 2 人 7（3）人 5（2）人 8（2）人 5（1）人
育児休業取得率 18.2％ 53.8％ 83.3％ 100％ 100％

女性職員
出産した職員 3 人 3人 6人 2人 3人

育児休業取得者 3 人 3人 6人 2人 3人
育児休業取得率 100％ 100％ 100％ 100％ 100％

　地方公務員法の規定に基づき、市の職員として働いていた者が離職後に営利企業などに再就職をした場合、現職職員
への契約事務などの要求や依頼すること（働きかけ）が禁止されています。
　当市でも「職員の退職管理に関する条例」を制定し、平成 28年度から届出による管理を行っており、管理職として
在籍していた平成 28年度退職者のうち１人の届出がありました。

　平成 28年度は階層別研修、専門研修、特別研修などを行い、延べ 1,121 人が受講しました。
研修区分 受講者数（延べ人数）

階層別研修（新任職員研修／現任係長～課長研修／新任係長～部長研修など） 107人
専門研修（ビジネスマナー研修／市町村アカデミー研修など） 31人
特別研修（人事評価制度研修／コンプライアンス研修／女性のキャリアアップ研修など） 983人

公務災害の補償制度
　職員が公務上または通勤途上に災害に
あった場合、地方公務員災害補償法に基づ
いて補償されます。平成 28 年度の公務災
害認定件数は５件でした。

　職員は規則に基づき、公平委員会に①勤務条件などの人事管理に関
する苦情の申し出や相談②勤務条件に関して当局が適切な措置を講じ
るよう要求③当局が行った懲戒などの不利益な処分に関する審査請求
をすることができます。平成 28年度にこれらの申し出などはありま
せんでした。

　ラスパイレス指数は、国家公務員の給
与を 100 とした場合の地方公務員の給与
水準を表したものです。
　平成28年度の当市のラスパイレス指数
は 97.7 です。
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